
令和７年度 

都市計画道路一重山線（打沢屋代間） 

整備促進期成同盟会  

 

定 期 総 会 資 料 
日 時  令和７年５月１３日（火） 

 午前１０時３0 分     

場 所 千曲市役所 301 会議室 AB 

 

総 会 次 第 

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 来賓祝辞 

 

４ 都市計画道路一重山線について 

 

5 議  事 

 

議案第１号 令和６年度事業報告について          

 

議案第２号 令和６年度収支決算について（会計監査報告）   

 

議案第３号 令和７年度事業計画（案）について       

 

議案第４号 令和７年度収支予算（案）、 

事業経費の賦課および徴収方法（案）について  

 

議案第５号 役員選任（案）について            

 

6 閉  会 



１ 

議案第 1 号  

令和６年度 事 業 報 告 

 

都市計画道路一重山線は、令和5年9月に国により新規事業化された（仮称）

屋代スマートＩＣのアクセス道路として重要な役割も担うとともに、将来的な

交通量の増大対策、慢性的に渋滞が発生している国道18 号や国道403 号、倉科

踏切などの交通渋滞の解消、産業連携道路として千曲市の経済の活性化が期待

される路線です。 

本期成同盟会は、市や県に対して要望や支援を行うことにより、当該道路の

整備が円滑に実施され事業促進を図ることを目的とし、令和５年５月に民間主

体で設立しました。 

同盟会の活動としましては、令和７年２月には長野県新田建設部長へ、３月

には千曲市小川市長へ建設促進要望を行い、地域の実情や思いを伝えました。 

  

今後も当期成同盟会は、関係区と関係団体が組織化を図り、当該道路の早期

整備に向け、地域住民のご理解とご支援を頂くなかで活動を行っていきます。  

関係の皆様には今後も引き続き、都市計画道路一重山線（打沢屋代間）の延伸

整備の実現に向けて、相変らずのご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

以下に事業経過の概要をご報告します。 

 

 

 

年 月 日 事業内容 場 所 

R 6 . 5 .13 

長野県、千曲市へ要望活動を行うため、役員会

を開催し、要望活動の打合せや要望書の内容に

ついて協議・決定しました。 

千曲市役所 

302 会議室 

R 6 . 5 . 13 

期成同盟会定期総会を開催しました。 

総会では令和６年度の事業計画、収支予算、  

役員・同盟会規約について審議決定しました。

（写真①） 

千曲市役所 

301 大会議室 

R 6 . 1 0 .2 
都市計画道路一重山線の理解を深めるため、同

盟会役員で現地見学会を開催しました。 
現地 



２ 

年 月 日 事業内容 場 所 

R 7 . 2 .5 

顧問の荒井県議、竹内県議に同行していただ

き、同盟会を代表し、会長、副会長、役員の代

表者で長野県新田建設部長をはじめ同関係課

長へ都市計画道路一重山線の整備を求める要

望活動を行いました。（写真②） 

長 野 県 庁 

R 7 . 3 . 18 

相談役の市議に同行していただき、同盟会を 

代表し、会長、副会長、役員の代表者で小川  

千曲市長をはじめ同関係部長、課長へ都市計画

道路一重山線の整備を求める要望活動を行い

ました。（写真③④） 

千 曲 市 役 所 

  

①定期総会            ②長野県への要望活動 

 

  

③千曲市への要望活動         ④千曲市への要望活動 
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議案第２号 



４ 

  

令和７年度 事 業 計 画 (案) 

 

当期成同盟会が目ざす都市計画道路一重山線の道路整備は、（仮称）屋代スマ

ートＩＣのアクセス道路としても重要な役割も担うとともに、打沢屋代間の一

重山をトンネルで通過して結ぶルートであるため、渋滞が慢性的に発生してい

る国道 18号の迂回や国道 403号のバイパスとして交通渋滞の解消が期待されま

す。また、埴生地区や屋代地区においては、歩道が未整備の狭あい道路に通過

交通が流入することに対する交通安全の確保や、しなの鉄道倉科踏切から須々

岐水神社周辺の交通渋滞対策といった、地域の交通課題の解消にも大きな役割

を果たします。さらには、市内の産業拠点や観光拠点、文化拠点を結び、人や

モノ、文化を市内に循環する産業連携道路としても位置付けられるため、千曲

市の経済の活性化も期待されます。 

当期成同盟会は、関係区と関係団体が組織化を図り、当該道路の早期整備に

向け、地域住民のご理解とご支援を頂くなかで次の事項を積極的に推進します。 

 

 

１ 打沢屋代間の一重山を抜ける区間及び国道 403号の歩道  

未整備区間の道路整備についての長野県への要望活動 

 

２ 市道一重山２号線および市道打沢新道線の道路整備に 

ついての千曲市への要望活動 

 

３ 期成同盟会情報紙等にて活動状況の提供 

 

４ その他目的達成のための必要事項 

議案第３号 



議案第４号

収 入 （単位：円）

科 目 予 算 額 前年度予算額 比 較 増 額 説　　明

負 担 金 130,000 130,000 0 関係区・関係団体の負担金

繰 越 金 128,281 8,538 119,743 R6年度繰越金

合 計 258,281 138,538 119,743

支 出 （単位：円）

科 目 予 算 額 前年度予算額 比 較 増 減 説　　明

会 議 費 15,000 10,000 5,000 総会ほか

事 務 費 35,000 23,000 12,000 事務消耗品・郵送料

活 動 費 190,000 100,000 90,000 要望活動経費・情報誌発行

予 備 費 18,281 5,538 12,743

合 計 258,281 138,538 119,743

※予算の科目間の流用及び総会開催時までの予算執行については会長に一任する。

規約第１１条の負担金は次のとおりとする。

関係区 　５，０００円

関係団体 　５，０００円

令和７年度　収支予算（案）

事業経費の賦課について（案）

 ５



6

資料２



 

７ 

都市計画道路一重山線（打沢屋代間） 

整備促進期成同盟会規約 

 

(名 称) 

第１条 本会は、都市計画道路一重山線（打沢屋代間）整備促進期成同盟会（以下「本会」という。）

と称する。 

 

(目 的) 

第２条 本会は、都市計画道路一重山線（打沢屋代間）の整備促進を図り、地域交通課題の解消と

交通確保による千曲市の発展を期することを目的とする。 

 

(事 業) 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 

１ 関係機関に対する要望・請願・陳情に関すること 

２ 情報の収集・啓発及び各種調査研究に関すること 

３ その他本会の目的達成に必要な事業 

 

(組 織) 

第４条 本会の目的に賛同する者をもって構成する。 

 

(役 員) 

第５条 本会に次の役員をおく。 

会 長  １名 

副会長  ３名 

理 事  若干名 

監 事  ３名 

２ 役員は、総会において決定する。 

 

(任 務) 

第６条 会長は、本会を代表して会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。 

３ 副会長及び理事（関係団体の長）は、役員会において会務の重要事項を審議する。 

４ 理事は、総会において会務の重要事項を審議する。 

５ 監事は、会計を監査する。 

 

(任 期) 

第７条 役員の任期は役員名簿に記載の役職の任期とする。役員に欠員が生じた場合は補欠役員を

充て、任期は前任者の残任期間とする。 

 



 

８ 

(会 議) 

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 

２ 会長は、会議の議長となり、会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

３ 総会は、年 1 回開催し、重要事項を審議する。但し、会長が必要と認めるときは、臨時に

開催することができる。 

４ 役員会は会長、副会長、理事（関係団体の長）によって構成され、総会に付議すべき事項、

その他会長の付議した事項について審議する。 

 

(顧問、相談役) 

第９条 本会に顧問、相談役をおくことができる。 

２ 顧問、相談役は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問、相談役は、本会の事業の促進について協力するものとする。 

 

(事務局) 

第 10条 本会の事務局は千曲商工会議所におく。 

２  本会の会計および事務を遂行するため、事務局には次の職員をおき会長が委嘱する。 

事務局長 １名 

書  記 若干名 

 

(経 費) 

第 11条 本会の経費は、負担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

 

(会計年度) 

第 12条 本会の会計年度は、毎年４月１日にはじまり、翌年３月３１日までとする。 

 

(その他) 

第 13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が役員会に諮ってこれ

を定める。 

 

(附 則) 

この規約は、令和５年５月 18日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９ 

 

申し合わせ事項 

 

規約第５条の役員について 

 

１ 会長は、千曲商工会議所会頭とする。 

２ 副会長は、屋代地区区長（屋代第 2区）1名、東部地区区長（森区会長）1名、埴生地区区長

（小島区）1名の計 3名を推薦する。 

３ 理事は、各種関係 6 団体（信州千曲観光局、屋代工業団地企業懇談会、屋代地区開発事業に

係る地権者会、屋代商業振興会、千曲商工会議所埴生支部、屋代駅前通り商店街協同組合）

の長 6名及び関係区の区長 14名（20名－副会長 3名－監事 3名）とする。 

４ 監事は、各地区の副会長を除く区長各 1名がこれにあたる。 

  屋代地区：屋代第 1区、屋代第 3区、屋代第 4区、屋代第 5区、屋代第 6区の順 

  東部地区：雨宮区、土口区、生萱区、森区の森区会長を除く区、倉科区の順 

  埴生地区：寂蒔区、鋳物師屋区、打沢区、桜堂区、杭瀬下区、新田区、中区の順 

 

(付 則) 

この申し合わせ事項は、令和５年５月 18日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


